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                       令 和 ７ 年 ３ 月 １ １ 日 

都 市 整 備 部 建 築 課 

 

江東区事務手数料条例の一部を改正する条例 

 

１ 改正理由 

建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）及び建築物のエネルギー

消費性能の向上等に関する法律（平成二十七年法律第五十三号、以下「建

築物省エネ法」という。）の一部改正に伴い、江東区事務手数料条例の一

部を改正するとともに規定の整備を行う（都市整備部関係手数料）。 

２ 改正概要 

⑴ 建築基準法の一部改正に伴い、木造建築物に係る建築確認・検査に

おいて審査省略が可能となる規模が見直され、平家かつ延べ面積 200

㎡以下となるため、確認申請手数料等の額を変更する。 
  

  現行     改正（令和７年４月以降）    

  （一部の規定）審査省略可     （一部の規定）審査省略可   

  階数２以下 かつ  ⇒  平家 かつ   

  延べ面積 500 ㎡以下     延べ面積 200 ㎡以下   
 

⑵ 建築物省エネ法の一部改正に伴い、原則全ての新築住宅・非住宅に

省エネ基準適合が義務付けられるため、建築物エネルギー消費性能適

合性判定申請手数料等の額を追加・変更する。 
 

       現行  改正（令和７年４月以降）  

  非住宅 住宅  非住宅 住宅 

 大規模(2,000 ㎡以上) 適合義務 届出義務 

⇒ 

適合義務 適合義務 

 中規模( 300 ㎡以上) 適合義務 届出義務 適合義務 適合義務 

 小規模( 300 ㎡未満) 説明義務 説明義務 適合義務 適合義務 
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⑶ その他所要の規定を整備する（建築基準法の一部改正に伴う、項ず

れへの対応）。 

３ 改正内容 

新旧対照表のとおり 

４ 施行期日 

令和７年４月１日から施行する。ただし、２⑶については公布の日か

ら施行する。 
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江東区事務手数料条例 新旧対照表 

現行 改正案 

【第１条（当初）】 【第１条（公布日施行）】 

本則 （略） 本則 （略） 

別表第１～別表第５ （略） 別表第１～別表第５ （略） 

別表第６ 都市整備部関係手数料（都市の低炭

素化の促進に関する法律（平成２４年法律第

８４号）に基づく事務に係る手数料及び建築

物のエネルギー消費性能の向上等に関する法

律（平成２７年法律第５３号）に基づく事務

に係る手数料を除く。）（第６条関係） 

別表第６ 都市整備部関係手数料（都市の低炭

素化の促進に関する法律（平成２４年法律第

８４号）に基づく事務に係る手数料及び建築

物のエネルギー消費性能の向上等に関する法

律（平成２７年法律第５３号）に基づく事務

に係る手数料を除く。）（第６条関係） 

事務 手数

料の

名称 

額 徴収

時期 

（略） 

１９ 建築基準法第７条第４項

又は第１８条第１７項の規定

に基づく建築物に関する完了

検査の申請又は工事完了の通

知（当該申請又は通知が２２の

項に掲げる場合を除く。）に対

する審査 

（略） 

２０ 建築基準法第７条第４項

若しくは第１８条第１７項の

規定に基づく昇降機（同法第８

７条の４に規定するものに限

る。）又は同法第８７条の４に

おいて準用する同法第７条第

４項若しくは第１８条第１７

項の規定に基づく建築設備に

関する完了検査の申請又は工

事完了の通知（当該申請又は通

知が２３の項に掲げる場合を

除く。）に対する審査 

（略） 

２１ 建築基準法第８８条第１

項又は第２項において準用す

る同法第７条第４項又は第１

８条第１７項の規定に基づく

工作物に関する完了検査の申

（略） 

 

 

 

 

事務 手数

料の

名称 

額 徴収

時期 

（略） 

１９ 建築基準法第７条第４項

又は第１８条第２１項の規定

に基づく建築物に関する完了

検査の申請又は工事完了の通

知（当該申請又は通知が２２

の項に掲げる場合を除く。）

に対する審査 

（略） 

２０ 建築基準法第７条第４項

若しくは第１８条第２１項の

規定に基づく昇降機（同法第

８７条の４に規定するものに

限る。）又は同法第８７条の

４において準用する同法第７

条第４項若しくは第１８条第

２１項の規定に基づく建築設

備に関する完了検査の申請又

は工事完了の通知（当該申請

又は通知が２３の項に掲げる

場合を除く。）に対する審査 

（略） 

２１ 建築基準法第８８条第１

項又は第２項において準用す

る同法第７条第４項又は第１

８条第２１項の規定に基づく

工作物に関する完了検査の申

（略） 
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請又は工事完了の通知に対す

る審査 

 

２２ 建築基準法第７条第４項

又は第１８条第１７項の規定

に基づく建築物に関する完了

検査の申請又は工事完了の通

知（当該申請又は通知が同法第

７条の３第１項又は第１８条

第１９項の特定工程に係る建

築物についてされるものであ

る場合に限る。２３の項におい

て同じ。）に対する審査 

（略） 

２３ 建築基準法第７条第４項

又は第１８条第１７項の規定

に基づく昇降機（同法第８７条

の４に規定するものに限る。）

に関する完了検査の申請又は

工事完了の通知に対する審査 

（略） 

２４ 建築基準法第７条の３第

４項又は第１８条第２０項の

規定に基づく建築物に関する

中間検査の申請又は特定工程

の工事終了の通知に対する審

査 

（略） 

２５ 建築基準法第７条の３第

４項若しくは第１８条第２０

項の規定に基づく昇降機（同法

第８７条の４に規定するもの

に限る。）又は同法第８７条の

４において準用する同法第７

条の３第４項若しくは第１８

条第２０項の規定に基づく建

築設備に関する中間検査の申

請又は特定工程の工事終了の

通知に対する審査 

（略） 

２６ 建築基準法第８８条第１

項において準用する同法第７

条の３第４項又は第１８条第

２０項の規定に基づく工作物

に関する中間検査の申請又は

（略） 

 

 

 

 

請又は工事完了の通知に対す

る審査 

 

２２ 建築基準法第７条第４項

又は第１８条第２１項の規定

に基づく建築物に関する完了

検査の申請又は工事完了の通

知（当該申請又は通知が同法

第７条の３第１項又は第１８

条第２８項の特定工程に係る

建築物についてされるもので

ある場合に限る。２３の項に

おいて同じ。）に対する審査 

（略） 

２３ 建築基準法第７条第４項

又は第１８条第２１項の規定

に基づく昇降機（同法第８７

条の４に規定するものに限

る。）に関する完了検査の申

請又は工事完了の通知に対す

る審査 

（略） 

２４ 建築基準法第７条の３第

４項又は第１８条第２９項の

規定に基づく建築物に関する

中間検査の申請又は特定工程

の工事終了の通知に対する審

査 

（略） 

２５ 建築基準法第７条の３第

４項若しくは第１８条第２９

項の規定に基づく昇降機（同

法第８７条の４に規定するも

のに限る。）又は同法第８７

条の４において準用する同法

第７条の３第４項若しくは第

１８条第２９項の規定に基づ

く建築設備に関する中間検査

の申請又は特定工程の工事終

了の通知に対する審査 

（略） 

２６ 建築基準法第８８条第１

項において準用する同法第７

条の３第４項又は第１８条第

２９項の規定に基づく工作物

に関する中間検査の申請又は

（略） 
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特定工程の工事終了の通知に

対する審査 

 

 

２７ 建築基準法第７条の６第

１項第１号又は第１８条第２

４項第１号（これらの規定を同

法第８７条の４又は第８８条

第１項若しくは第２項におい

て準用する場合を含む。）の規

定に基づく仮使用の認定の申

請に対する審査 

（略） 

２８ 建築基準法第７条の６第

１項第２号又は第１８条第２

４項第２号（これらの規定を同

法第８７条の４又は第８８条

第１項若しくは第２項におい

て準用する場合を含む。）の規

定に基づく仮使用の認定の申

請に対する審査 

（略） 

（略） 
 

特定工程の工事終了の通知に

対する審査 

 

 

２７ 建築基準法第７条の６第

１項第１号又は第１８条第３

８項第１号（これらの規定を

同法第８７条の４又は第８８

条第１項若しくは第２項にお

いて準用する場合を含む。）

の規定に基づく仮使用の認定

の申請に対する審査 

（略） 

２８ 建築基準法第７条の６第

１項第２号又は第１８条第３

８項第２号（これらの規定を

同法第８７条の４又は第８８

条第１項若しくは第２項にお

いて準用する場合を含む。）

の規定に基づく仮使用の認定

の申請に対する審査 

（略） 

（略） 
 

別表第７ 都市整備部関係手数料（都市の低炭

素化の促進に関する法律に基づく事務に係る

手数料）（第６条関係） 

別表第７ 都市整備部関係手数料（都市の低炭

素化の促進に関する法律に基づく事務に係る

手数料）（第６条関係） 

事務 手数料の名称及び額 徴 収

時期 

１ （略）低炭素建築物新築等計画認定申

請手数料 

次の(1)及び(2)に掲げる区分に

応じて、次に掲げる額（申請に併

せて都市の低炭素化の促進に関

する法律第５４条第２項の規定

に基づく申出があった場合にお

いては、一の建築物について別表

第６の９の項に掲げる額（建築基

準法第８７条の４に規定する昇

降機に係る部分が含まれる場合

においては、当該昇降機１基につ

いて同表の１０の項又は１１の

項に掲げる額の手数料を加えた

額）の手数料を加えた額） 

（略

） 

（略） 

事務 手数料の名称及び額 徴 収

時期 

１ （略）低炭素建築物新築等計画認定申

請手数料 

次の(1)及び(2)に掲げる区分に

応じて、次に掲げる額（申請に併

せて都市の低炭素化の促進に関

する法律第５４条第２項の規定

に基づく申出があった場合にお

いては、一の建築物について別表

第６の１４の項に掲げる額（建築

基準法第８７条の４に規定する

昇降機に係る部分が含まれる場

合においては、当該昇降機１基に

ついて同表の１５の項又は１６

の項に掲げる額の手数料を加え

た額）の手数料を加えた額） 

（略

） 

（略） 
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２ （略）低炭素建築物新築等計画変更認

定申請手数料 

次の(1)及び(2)に掲げる区分に

応じて、次に掲げる額（申請に併

せて都市の低炭素化の促進に関

する法律第５５条第２項の規定

において準用する同法第５４条

第２項の規定に基づく申出があ

った場合においては、一の建築物

について別表第６の９の項に掲

げる額（建築基準法第８７条の４

に規定する昇降機に係る部分が

含まれる場合においては、当該昇

降機１基について同表の１０の

項又は１１の項に掲げる額の手

数料を加えた額）の手数料を加え

た額） 

（ 略

） 

（略） 
 

２ （略）低炭素建築物新築等計画変更認

定申請手数料 

次の(1)及び(2)に掲げる区分に

応じて、次に掲げる額（申請に併

せて都市の低炭素化の促進に関

する法律第５５条第２項の規定

において準用する同法第５４条

第２項の規定に基づく申出があ

った場合においては、一の建築物

について別表第６の１４の項に

掲げる額（建築基準法第８７条の

４に規定する昇降機に係る部分

が含まれる場合においては、当該

昇降機１基について同表の１５

の項又は１６の項に掲げる額の

手数料を加えた額）の手数料を加

えた額） 

（ 略

） 

（略） 
 

別表第８ 都市整備部関係手数料（建築物のエ

ネルギー消費性能の向上等に関する法律に基

づく事務に係る手数料）（第６条関係） 

別表第８ 都市整備部関係手数料（建築物のエ

ネルギー消費性能の向上等に関する法律に基

づく事務に係る手数料）（第６条関係） 

事務 手数料の名称及び額 徴 収

時期 

（略） 

３ （略）建築物エネルギー消費性能向上

計画認定申請手数料 

次の(1)及び(2)に掲げる区分に

応じて、次に掲げる額（申請に併

せて建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第３５

条第２項の規定に基づく申出が

あった場合においては、一の建築

物について別表第６の９の項に

掲げる額（建築基準法第８７条の

４に規定する昇降機に係る部分

が含まれる場合においては、当該

昇降機１基について同表の１０

の項又は１１の項に掲げる額の

手数料を加えた額）に相当する額

を加えた額) 

（略

） 

事務 手数料の名称及び額 徴 収

時期 

（略） 

３ （略）建築物エネルギー消費性能向上

計画認定申請手数料 

次の(1)及び(2)に掲げる区分に

応じて、次に掲げる額（申請に併

せて建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第３５

条第２項の規定に基づく申出が

あった場合においては、一の建築

物について別表第６の１４の項

に掲げる額（建築基準法第８７条

の４に規定する昇降機に係る部

分が含まれる場合においては、当

該昇降機１基について同表の１

５の項又は１６の項に掲げる額

の手数料を加えた額）に相当する

額を加えた額) 

（略

） 
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（略） 

４ （略）建築物エネルギー消費性能向上

計画変更認定申請手数料 

次の(1)及び(2)に掲げる区分に

応じて、次に掲げる額(申請に併

せて建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第３６

条第２項において準用する第３

５条第２項の規定に基づく申出

があった場合においては、一の建

築物について別表第６の９の項

に掲げる額（建築基準法第８７条

の４に規定する昇降機に係る部

分が含まれる場合においては、当

該昇降機１基について同表の１

０の項又は１１の項に掲げる額

の手数料を加えた額）に相当する

額を加えた額) 

（ 略

） 

（略） 

（略） 

備考 （略） 
 

（略） 

４ （略）建築物エネルギー消費性能向上

計画変更認定申請手数料 

次の(1)及び(2)に掲げる区分に

応じて、次に掲げる額(申請に併

せて建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第３６

条第２項において準用する第３

５条第２項の規定に基づく申出

があった場合においては、一の建

築物について別表第６の１４の

項に掲げる額（建築基準法第８７

条の４に規定する昇降機に係る

部分が含まれる場合においては、

当該昇降機１基について同表の

１５の項又は１６の項に掲げる

額の手数料を加えた額）に相当す

る額を加えた額) 

（ 略

） 

（略） 

（略） 

備考 （略） 

別表第９ （略） 別表第９ （略） 
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江東区事務手数料条例 新旧対照表 

現行 改正案 

【第２条（公布日施行）】 【第２条（令和７年４月１日施行）】 

本則 （略） 本則 （略） 

別表第１～別表第５ （略） 別表第１～別表第５ （略） 

別表第６ 都市整備部関係手数料（都市の低炭

素化の促進に関する法律（平成２４年法律第

８４号）に基づく事務に係る手数料及び建築

物のエネルギー消費性能の向上等に関する法

律（平成２７年法律第５３号）に基づく事務

に係る手数料を除く。）（第６条関係） 

別表第６ 都市整備部関係手数料（都市の低炭

素化の促進に関する法律（平成２４年法律第

８４号）に基づく事務に係る手数料及び建築

物のエネルギー消費性能の向上等に関する法

律（平成２７年法律第５３号）に基づく事務

に係る手数料を除く。）（第６条関係） 

事務 手 数

料 の

名称 

額 徴収

時期 

（略） 

１４ 

（略）

（略） １件につき、次のアからエま

でに掲げる区分に応じて算出

した床面積の合計に応じ、次

に掲げる額（申請又は通知に

係る計画に建築基準法第８７

条の４に規定する昇降機に係

る部分が含まれる場合におい

ては、当該昇降機１基につい

て１５の項又は１６の項に掲

げる額の手数料を加えた額） 

１ ３０平方メートル以内の

もの ５，６００円 

２ ３０平方メートルを超

え、１００平方メートル以

内のもの ９，４００円 

３ １００平方メートルを超

え、２００平方メートル以

内のもの １４，０００円 

４ ２００平方メートルを超

え、５００平方メートル以

内のもの １９，０００円 

５～９ （略） 

（ 略

） 

（略） 

１９ （略） １件につき、次のア及びイに（ 略

事務 手 数

料 の

名称 

額 徴収

時期 

（略） 

１４ 

（略）

（略）１件につき、次のアからエま

でに掲げる区分に応じて算出

した床面積の合計に応じ、次

に掲げる額（申請又は通知に

係る計画に建築基準法第８７

条の４に規定する昇降機に係

る部分が含まれる場合におい

ては、当該昇降機１基につい

て１５の項又は１６の項に掲

げる額の手数料を加えた額） 

１ ３０平方メートル以内の

もの ６，９００円 

２ ３０平方メートルを超

え、１００平方メートル以

内のもの １３，０００円 

３ １００平方メートルを超

え、２００平方メートル以

内のもの ２１，０００円 

４ ２００平方メートルを超

え、５００平方メートル以

内のもの ２５，０００円 

５～９ （略） 

（略

） 

（略） 

１９ （略）１件につき、次のア及びイに（略
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（略） 掲げる区分に応じて算出した

床面積の合計に応じ、次に掲

げる額（申請又は通知に建築

基準法第８７条の４に規定す

る昇降機に係る部分が含まれ

る場合においては、当該昇降

機１基について、２０の項又

は２３の項に掲げる額の手数

料を加えた額） 

１ ３０平方メートル以内の

もの １１，０００円 

２ ３０平方メートルを超

え、１００平方メートル以

内のもの １２，０００円 

３ １００平方メートルを超

え、２００平方メートル以

内のもの １６，０００円 

４ ２００平方メートルを超

え、５００平方メートル以

内のもの ２３，０００円 

５～９ （略） 

） 

（略） 

２２ 

（略）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件につき、次のア及びイに

掲げる区分に応じて算出した

床面積の合計に応じ、次に掲

げる額（申請又は通知に建築

基準法第８７条の４に規定す

る昇降機に係る部分が含まれ

る場合においては、当該昇降

機１基について、２０の項又

は２３の項に掲げる額の手数

料を加えた額） 

１ ３０平方メートル以内の

もの ９，９００円 

２ ３０平方メートルを超

え、１００平方メートル以

内のもの １１，０００円 

３ １００平方メートルを超

え、２００平方メートル以

内のもの １５，０００円 

４ ２００平方メートルを超

（ 略

） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 掲げる区分に応じて算出した

床面積の合計に応じ、次に掲

げる額（申請又は通知に建築

基準法第８７条の４に規定す

る昇降機に係る部分が含まれ

る場合においては、当該昇降

機１基について、２０の項又

は２３の項に掲げる額の手数

料を加えた額） 

１ ３０平方メートル以内の

もの １５，０００円 

２ ３０平方メートルを超

え、１００平方メートル以

内のもの １７，０００円 

３ １００平方メートルを超

え、２００平方メートル以

内のもの ２５，０００円 

４ ２００平方メートルを超

え、５００平方メートル以

内のもの ３１，０００円 

５～９ （略） 

） 

（略） 

２２ 

（略）

 

 １件につき、次のア及びイに

掲げる区分に応じて算出した

床面積の合計に応じ、次に掲

げる額（申請又は通知に建築

基準法第８７条の４に規定す

る昇降機に係る部分が含まれ

る場合においては、当該昇降

機１基について、２０の項又

は２３の項に掲げる額の手数

料を加えた額） 

１ ３０平方メートル以内の

もの １２，０００円 

２ ３０平方メートルを超

え、１００平方メートル以

内のもの １６，０００円 

３ １００平方メートルを超

え、２００平方メートル以

内のもの ２３，０００円 

４ ２００平方メートルを超

（略

） 
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  え、５００平方メートル以

内のもの ２１，０００円 

５～９ （略） 

 

（略） 
 

え、５００平方メートル以

内のもの ２９，０００円 

５～９ （略） 

（略） 
 

別表第７・別表第８ （略） （削る） 

（加える） 別表第７ 都市整備部関係手数料（都市の低炭

素化の促進に関する法律に基づく事務に係る

手数料）（第６条関係） （別添１のとおり） 

（加える） 別表第８ 都市整備部関係手数料（建築物のエ

ネルギー消費性能の向上等に関する法律に基

づく事務に係る手数料）（第６条関係） （別

添２のとおり） 

別表第９ （略） 別表第９ （略） 
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【江東区事務手数料条例の一部を改正する条例（令和７年 月江東区条例第 号）附則】 

現行 改正案 

    附 則 

  この条例中第１条の規定は公布の日から、第

２条の規定は令和７年４月１日から施行する。 
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（別添１） 

別表第７ 都市整備部関係手数料（都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく事務に係る手
数料）（第６条関係） 

事務 手数料の名称及び額 徴
収
時
期 

１ 都
市の
低炭
素化
の促
進に
関す
る法
律第
５４
条第
１項
の規
定に
基づ
く低
炭素
建築
物新
築等
計画
の認
定の
申請
に対
する
審査 

低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 
次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額（申請に併せて都市の低炭素
化の促進に関する法律第５４条第２項の規定に基づく申出があった場合において
は、一の建築物について別表第６の１４の項に掲げる額（建築基準法第８７条の４
に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機１基について
同表の１５の項又は１６の項に掲げる額の手数料を加えた額）の手数料を加えた
額） 

認
定
申
請
の
と
き 

(1) 申請
に併せ
て区長
が指定
する者
（以下
「適合
性確認
機関」
とい
う。）
が作成
した都
市の低
炭素化
の促進
に関す
る法律
第５４
条第１
項各号
に掲げ
る基準
に適合
してい
ること
を示す
書類が
提出さ
れた場
合 

ア 一戸建て住宅（人の居住以外の用途に供する部分を有し
ないものに限る。以下同じ。） 

５，８００
円

イ ア
以外
の建
築物 

(ｱ) 住宅部分（建
築物エネルギー
消費性能基準等
を 定 め る 省 令
（平成２８年経
済産業省・国土
交 通 省 令 第 １
号 。 以 下 「 省
令」という。）
第１条第２項に
規定する住宅部
分をいう。以下
同じ。） 

当該部分の床面積の合計が３０
０平方メートル未満のもの 

１１，３０
０円

当該部分の床面積の合計が３０
０平方メートル以上２，０００
平方メートル未満のもの 

２３，８０
０円

当該部分の床面積の合計が２，
０００平方メートル以上５，０
００平方メートル未満のもの 

５２，８０
０円

当該部分の床面積の合計が５，
０００平方メートル以上１０，
０００平方メートル未満のもの 

９４，７０
０円

当該部分の床面積の合計が１
０，０００平方メートル以上２
５，０００平方メートル未満の
もの 

１１９，０
００円

当該部分の床面積の合計が２
５，０００平方メートル以上の
もの 

１４８，０
００円

( ｲ )  非住宅部分
（省令第１条第
１項第１号に規
定する非住宅部
分をいう。以下
同じ。） 

当該部分の床面積の合計が３０
０平方メートル未満のもの 

１１，３０
０円

当該部分の床面積の合計が３０
０平方メートル以上１，０００
平方メートル未満のもの 

１９，５０
０円

当該部分の床面積の合計が１，
０００平方メートル以上２，０
００平方メートル未満のもの 

３１，６０
０円

当該部分の床面積の合計が２，
０００平方メートル以上５，０
００平方メートル未満のもの 

９４，３０
０円

当該部分の床面積の合計が５，
０００平方メートル以上１０，
０００平方メートル未満のもの 

１４９，０
００円

当該部分の床面積の合計が１
０，０００平方メートル以上２
５，０００平方メートル未満の
もの 

１８８，０
００円

当該部分の床面積の合計が２
５，０００平方メートル以上の
もの 

２３５，０
００円

(2) (1)
以外の
場合 

ア 一
戸建
て住
宅 

 

誘導仕様基準（住宅
部分の外壁、窓等を
通しての熱の損失の
防止に関する誘導基
準及び一次エネルギ

当該部分の床面積の合計が２０
０平方メートル未満のもの 

２０，７０
０円

当該部分の床面積の合計が２０
０平方メートル以上のもの 
 

２２，２０
０円
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ー消費量に関する誘
導基準（令和４年国
土交通省告示第１１
０６号）をいう。以
下同じ。）による場
合 

 
 

仕様・計算併用法
（住宅部分の省令第
１条第１項第２号イ
(1)の外皮平均熱貫
流率及び冷房期の平
均日射熱取得率（以
下この表において
「外皮性能」とい
う。）を誘導仕様基
準により評価し、住
宅部分の省令第１条
第１項第１号イの一
次エネルギー消費量
（以下この表におい
て「一次エネルギー
消費量」という。）
を省令第１０条第２
号ロ(1)の基準によ
り評価する方法又は
住宅部分の外皮性能
を省令第１０条第２
号イ(1)の基準によ
り評価し、一次エネ
ルギー消費量に係る
基準への適合を誘導
仕様基準により評価
する方法をいう。以
下この表並びに別表
第８の４の項及び５
の 項 に お い て 同
じ。）による場合 

当該部分の床面積の合計が２０
０平方メートル未満のもの 

３０，１０
０円

当該部分の床面積の合計が２０
０平方メートル以上のもの 

３３，２０
０円

標準計算法（省令第
１０条第２号イ(1)
及び同号ロ(1)の基
準により評価する方
法をいう。以下この
表並びに別表第８の
４の項及び５の項に
おいて同じ。）によ
る場合 

当該部分の床面積の合計が２０
０平方メートル未満のもの 

４０，２０
０円

当該部分の床面積の合計が２０
０平方メートル以上のもの 

４４，９０
０円

イ ア
以外
の建
築物 

(ｱ)

 
住
宅
部
分 

誘導仕様基準に
よる場合 

当該部分の床面積の合計が３０
０平方メートル未満のもの 

３８，７０
０円

当該部分の床面積の合計が３０
０平方メートル以上２，０００
平方メートル未満のもの 

６６，９０
０円

当該部分の床面積の合計が２，
０００平方メートル以上５，０
００平方メートル未満のもの 

１２０，０
００円

当該部分の床面積の合計が５，
０００平方メートル以上のもの 

１８３，０
００円

仕様・計算併用
法による場合 

当該部分の床面積の合計が３０
０平方メートル未満のもの 

５９，８０
０円

当該部分の床面積の合計が３０ １００，０
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０平方メートル以上２，０００
平方メートル未満のもの 

００円

当該部分の床面積の合計が２，
０００平方メートル以上５，０
００平方メートル未満のもの 

１７５，０
００円

当該部分の床面積の合計が５，
０００平方メートル以上１０，
０００平方メートル未満のもの 

２５６，０
００円

当該部分の床面積の合計が１
０，０００平方メートル以上２
５，０００平方メートル未満の
もの 

３０４，０
００円

当該部分の床面積の合計が２
５，０００平方メートル以上の
もの 

３５４，０
００円

標準計算法によ
る場合 

当該部分の床面積の合計が３０
０平方メートル未満のもの 

８１，００
０円

当該部分の床面積の合計が３０
０平方メートル以上２，０００
平方メートル未満のもの 

１３５，０
００円

当該部分の床面積の合計が２，
０００平方メートル以上５，０
００平方メートル未満のもの 

２２９，０
００円

当該部分の床面積の合計が５，
０００平方メートル以上１０，
０００平方メートル未満のもの 

３２９，０
００円

当該部分の床面積の合計が１
０，０００平方メートル以上２
５，０００平方メートル未満の
もの 

３９０，０
００円

当該部分の床面積の合計が２
５，０００平方メートル以上の
もの 

４４９，０
００円

(ｲ)

 

非
住
宅
部
分 

モ デ ル 建 物 法
（一次エネルギ
ー消費量の算出
に用いるべき標
準的な建築物及
び省令第１０条
第１号イ(1)の屋
内周囲空間の年
間熱負荷（以下
この表において
「屋内周囲空間
の年間熱負荷」
という。）の算
出に用いるべき
ものとして国土
交通大臣が定め
る建築物を用い
て評価する方法
をいう。以下こ
の表並びに別表
第８の４の項及
び５の項におい
て同じ。）によ
る場合 

当該部分の床面積の合計が３０
０平方メートル未満のもの 

１０２，０
００円

当該部分の床面積の合計が３０
０平方メートル以上１，０００
平方メートル未満のもの 

１２９，０
００円

当該部分の床面積の合計が１，
０００平方メートル以上２，０
００平方メートル未満のもの 

１７１，０
００円

当該部分の床面積の合計が２，
０００平方メートル以上５，０
００平方メートル未満のもの 

２７６，０
００円

当該部分の床面積の合計が５，
０００平方メートル以上１０，
０００平方メートル未満のもの 

３６１，０
００円

当該部分の床面積の合計が１
０，０００平方メートル以上２
５，０００平方メートル未満の
もの 

４３４，０
００円

当該部分の床面積の合計が２
５，０００平方メートル以上の
もの 

５０９，０
００円

標 準 入 力 法 等
（実際の設計仕

当該部分の床面積の合計が３０
０平方メートル未満のもの 

２６６，０
００円
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様の条件を基に
算定した一次エ
ネルギー消費量
及び屋内周囲空
間の年間熱負荷
を用いて評価す
る方法をいう。
以下この表並び
に別表第８の４
の項及び５の項
に お い て 同
じ。）による場
合 

当該部分の床面積の合計が３０
０平方メートル以上１，０００
平方メートル未満のもの 

３３４，０
００円

当該部分の床面積の合計が１，
０００平方メートル以上２，０
００平方メートル未満のもの 

４３１，０
００円

当該部分の床面積の合計が２，
０００平方メートル以上５，０
００平方メートル未満のもの 

６１５，０
００円

当該部分の床面積の合計が５，
０００平方メートル以上１０，
０００平方メートル未満のもの 

７５８，０
００円

当該部分の床面積の合計が１
０，０００平方メートル以上２
５，０００平方メートル未満の
もの 

８９６，０
００円

当該部分の床面積の合計が２
５，０００平方メートル以上の
もの 

１，０２
０，０００

円

２ 都
市の
低炭
素化
の促
進に
関す
る法
律第
５５
条第
１項
の規
定に
基づ
く低
炭素
建築
物新
築等
計画
の変
更の
認定
の申
請に
対す
る審
査 

低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 
次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額（申請に併せて都市の低炭素
化の促進に関する法律第５５条第２項の規定において準用する同法第５４条第２項
の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物について別表第６の１４
の項に掲げる額（建築基準法第８７条の４に規定する昇降機に係る部分が含まれる
場合においては、当該昇降機１基について同表の１５の項又は１６の項に掲げる額
の手数料を加えた額）の手数料を加えた額） 

変
更
認
定
申
請
の
と
き 

(1) 申請
に併せ
て適合
性確認
機関が
作成し
た都市
の低炭
素化の
促進に
関する
法律第
５４条
第１項
各号に
掲げる
基準に
適合し
ている
ことを
示す書
類が提
出され
た場合 

ア 一戸建て住宅 ４，１００
円

イ ア
以外
の建
築物 

(ｱ) 住宅部分 当該部分の床面積の合計が３０
０平方メートル未満のもの 

８，０００
円

当該部分の床面積の合計が３０
０平方メートル以上２，０００
平方メートル未満のもの 

１６，７０
０円

当該部分の床面積の合計が２，
０００平方メートル以上５，０
００平方メートル未満のもの 

３７，００
０円

当該部分の床面積の合計が５，
０００平方メートル以上１０，
０００平方メートル未満のもの 

６６，５０
０円

当該部分の床面積の合計が１
０，０００平方メートル以上２
５，０００平方メートル未満の
もの 

８３，５０
０円

当該部分の床面積の合計が２
５，０００平方メートル以上の
もの 

１０３，０
００円

(ｲ) 非住宅部分 当該部分の床面積の合計が３０
０平方メートル未満のもの 

８，０００
円

当該部分の床面積の合計が３０
０平方メートル以上１，０００
平方メートル未満のもの 

１３，８０
０円

当該部分の床面積の合計が１，
０００平方メートル以上２，０
００平方メートル未満のもの 

２２，２０
０円

当該部分の床面積の合計が２，
０００平方メートル以上５，０
００平方メートル未満のもの 

６６，１０
０円

当該部分の床面積の合計が５，
０００平方メートル以上１０，

１０４，０
００円
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０００平方メートル未満のもの  

当該部分の床面積の合計が１
０，０００平方メートル以上２
５，０００平方メートル未満の
もの 

１３２，０
００円

当該部分の床面積の合計が２
５，０００平方メートル以上の
もの 

１６５，０
００円

(2) (1)
以外の
場合 

ア 一
戸建
て住
宅 

誘導仕様基準による
場合 

当該部分の床面積の合計が２０
０平方メートル未満のもの 

１４，３０
０円

当該部分の床面積の合計が２０
０平方メートル以上のもの 

１５１５，１０
０円

仕様・計算併用法に
よる場合 

当該部分の床面積の合計が２０
０平方メートル未満のもの 

２１，１０
０円

当該部分の床面積の合計が２０
０平方メートル以上のもの 

２３，３０
０円

標準計算法による場
合 

当該部分の床面積の合計が２０
０平方メートル未満のもの 

２８，３０
０円

当該部分の床面積の合計が２０
０平方メートル以上のもの 

３１，５０
０円

イ ア
以外
の建
築物 

(ｱ)

 

住
宅
部
分 

誘導仕様基準に
よる場合 

当該部分の床面積の合計が３０
０平方メートル未満のもの 

２６，８０
０円

当該部分の床面積の合計が３０
０平方メートル以上２，０００
平方メートル未満のもの 

４６，５０
０円

当該部分の床面積の合計が２，
０００平方メートル以上５，０
００平方メートル未満のもの 

８４，８０
０円

当該部分の床面積の合計が５，
０００平方メートル以上のもの 

１２７，０
００円

仕様・計算併用
法による場合 

当該部分の床面積の合計が３０
０平方メートル未満のもの 

４２，００
０円

当該部分の床面積の合計が３０
０平方メートル以上２，０００
平方メートル未満のもの 

７０，５０
０円

当該部分の床面積の合計が２，
０００平方メートル以上５，０
００平方メートル未満のもの 

１２２，０
００円

当該部分の床面積の合計が５，
０００平方メートル以上１０，
０００平方メートル未満のもの 

１７９，０
００円

当該部分の床面積の合計が１
０，０００平方メートル以上２
５，０００平方メートル未満の
もの 

２１３，０
００円

当該部分の床面積の合計が２
５，０００平方メートル以上の
もの 

２４８，０
００円

標準計算法によ
る場合 

当該部分の床面積の合計が３０
０平方メートル未満のもの 

５６，８０
０円

当該部分の床面積の合計が３０
０平方メートル以上２，０００
平方メートル未満のもの 

９４，６０
０円

当該部分の床面積の合計が２，
０００平方メートル以上５，０
００平方メートル未満のもの 

１６１，０
００円

当該部分の床面積の合計が５，
０００平方メートル以上１０，
０００平方メートル未満のもの 

２３１，０
００円
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当該部分の床面積の合計が１
０，０００平方メートル以上２
５，０００平方メートル未満の
もの 

２７３，０
００円

当該部分の床面積の合計が２
５，０００平方メートル以上の
もの 

３１４，０
００円

(ｲ)

 

非
住
宅
部
分 

モデル建物法に
よる場合 

当該部分の床面積の合計が３０
０平方メートル未満のもの 

７１，６０
０円

当該部分の床面積の合計が３０
０平方メートル以上１，０００
平方メートル未満のもの 

９１，１０
０円

当該部分の床面積の合計が１，
０００平方メートル以上２,００
０平方メートル未満のもの 

１１９，０
００円

当該部分の床面積の合計が２，
０００平方メートル以上５，０
００平方メートル未満のもの 

１９３，０
００円

当該部分の床面積の合計が５，
０００平方メートル以上１０，
０００平方メートル未満のもの 

２５３，０
００円

当該部分の床面積の合計が１
０，０００平方メートル以上２
５，０００平方メートル未満の
もの 

３０４，０
００円

当該部分の床面積の合計が２
５，０００平方メートル以上の
もの 

３５７，０
００円

標準入力法等に
よる場合 

当該部分の床面積の合計が３０
０平方メートル未満のもの 

１８６，０
００円

当該部分の床面積の合計が３０
０平方メートル以上１，０００
平方メートル未満のもの 

２３４，０
００円

当該部分の床面積の合計が１，
０００平方メートル以上２，０
００平方メートル未満のもの 

３０１，０
００円

当該部分の床面積の合計が２，
０００平方メートル以上５，０
００平方メートル未満のもの 

４３０，０
００円

当該部分の床面積の合計が５，
０００平方メートル以上１０，
０００平方メートル未満のもの 

５３１，０
００円

当該部分の床面積の合計が１
０，０００平方メートル以上２
５，０００平方メートル未満の
もの 

６２７，０
００円

当該部分の床面積の合計が２
５，０００平方メートル以上の
もの 

７１５，０
００円

備考 
  低炭素建築物新築等計画認定申請手数料又は低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料に
ついて、住戸の数が一である複合建築物（住宅部分と非住宅部分とを含む建築物をいう。以下
同じ。）の住宅部分の手数料の額は、この表の１の部(1)の款アの項若しくは(2)の款アの項又
は２の部(1)の款アの項若しくは(2)の款アの項に掲げる額とする。 
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（別添２） 

別表第８ 都市整備部関係手数料（建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づ
く事務に係る手数料）（第６条関係） 

事務 手数料の名称及び額 徴
収
時
期 

１ 建築
物のエ
ネルギ
ー消費
性能の
向上等
に関す
る法律
第１１
条第１
項ただ
し書又
は第１
２条第
２項た
だし書
の規定
の適用
を受け
る場合
の審査
（特定
建築行
為が建
築物の
エネル
ギー消
費性能
の向上
等に関
する法
律施行
規則
（平成
２８年
国土交
通省令
第５
号）第
２条第
１項第
１号に
該当す
る場合
に限
る。） 

仕様基準又は誘導仕様基準審査手数料（建築基準法第６条第４項及び同法第１８
条第３項に基づく審査の中で行う仕様基準（住宅部分の外壁、窓等を通しての熱
の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準（平成２８年
国土交通省告示第２６６号）をいう。以下同じ。）又は誘導仕様基準の審査に係
るものをいう。） 
次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額 

確
認
申
請
又
は
計
画
通
知
の
と
き 

(1) 一戸建て住宅 当該部分の床面積の合計が
３０平方メートル以内のも
の 

２，５００
円

当該部分の床面積の合計が
３０平方メートルを超え１
００平方メートル以内のも
の 

４，７００
円

当該部分の床面積の合計が
１００平方メートルを超え
２００平方メートル以内の
もの 

７，８００
円

当該部分の床面積の合計が
２００平方メートルを超え
るもの 

９，４００
円

(2) 一戸建て住宅以外の住宅 当該部分の床面積の合計が
３０平方メートル以内のも
の 

４，３００
円

当該部分の床面積の合計が
３０平方メートルを超え１
００平方メートル以内のも
の 

８，２００
円

当該部分の床面積の合計が
１００平方メートルを超え
２００平方メートル以内の
もの 

１３，３０
０円

当該部分の床面積の合計が
２００平方メートルを超え
５００平方メートル以内の
もの 

１５，９０
０円

当該部分の床面積の合計が
５００平方メートルを超え
１，０００平方メートル以
内のもの 

２２，３０
０円

当該部分の床面積の合計が
１，０００平方メートルを
超え２，０００平方メート
ル以内のもの 

３１，３０
０円

当該部分の床面積の合計が
２，０００平方メートルを
超え５，０００平方メート
ル以内のもの 

５０，１０
０円

当該部分の床面積の合計が
５，０００平方メートルを
超えるもの 

６８，９０
０円

２ 建築
物のエ
ネルギ

建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 
次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額 

計
画
提(1) 計ア 一戸建て住宅 ５，８００
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ー消費
性能の
向上等
に関す
る法律
第１１
条第１
項又は
第１２
条第２
項の規
定に基
づく建
築物エ
ネルギ
ー消費
性能適
合性判
定 

画提
出又
は計
画通
知に
併せ
て建
築物
のエ
ネル
ギー
消費
性能
の向
上等
に関
する
法律
第１
０条
第１
項に
掲げ
る基
準に
適合
して
いる
こと
を示
す書
類と
して
区長
が定
める
もの
が提
出さ
れた
場合 

 円出
又
は
計
画
通
知
の
と
き 

イ ア
以外
の建
築物 

(ｱ) 住宅部分 当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル未満の
もの 

１１，３０
０円

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル以上
２，０００平方メートル未
満のもの 

２３，８０
０円

当該部分の床面積の合計が
２，０００平方メートル以
上５，０００平方メートル
未満のもの 

５２，８０
０円

当該部分の床面積の合計が
５，０００平方メートル以
上１０，０００平方メート
ル未満のもの 

９４，７０
０円

当該部分の床面積の合計が
１０，０００平方メートル
以上２５，０００平方メー
トル未満のもの 

１１９，０
００円

当該部分の床面積の合計が
２５，０００平方メートル
以上のもの 

１４８，０
００円

(ｲ) 非住宅部分 当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル未満の
もの 

１１，３０
０円

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル以上
１，０００平方メートル未
満のもの 

１９，５０
０円

当該部分の床面積の合計が
１，０００平方メートル以
上２，０００平方メートル
未満のもの 

３１，６０
０円

当該部分の床面積の合計が
２，０００平方メートル以
上５，０００平方メートル
未満のもの 

９４，３０
０円

当該部分の床面積の合計が
５，０００平方メートル以
上１０，０００平方メート
ル未満のもの 

１４９，０
００円

当該部分の床面積の合計が
１０，０００平方メートル
以上２５，０００平方メー
トル未満のもの 

１８８，０
００円

当該部分の床面積の合計が
２５，０００平方メートル
以上のもの 

２３５，０
００円

(2) 
(1)
以外
の場
合 

ア 一
戸建
て住
宅 

仕様基準又は誘導仕様基
準による場合 

当該部分の床面積の合計が
２００平方メートル未満の
もの 

２０，７０
０円

当該部分の床面積の合計が
２００平方メートル以上の
もの 

２２，２０
０円

仕様・計算併用法（住宅
部分の外皮性能を、仕様
基準若しくは誘導仕様基
準により評価し、住宅部

当該部分の床面積の合計が
２００平方メートル未満の
もの 

３０，１０
０円

当該部分の床面積の合計が ３３，２０
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分の一次エネルギー消費
量を省令第１条第１項第
２号ロ(1)若しくは第１
０条第２号ロ(1)の基準
により評価する方法又は
住宅部分の外皮性能を省
令第１条第１項第２号イ
(1)若しくは第１０条第
２号イ(1)の基準により
評価し、一次エネルギー
消費量に係る基準への適
合を仕様基準若しくは誘
導仕様基準により評価す
る方法をいう。以下この
項、３の項及び６の項に
おいて同じ。）による場
合 

２００平方メートル以上の
もの 

０円

標準計算法（省令第１条
第１項第２号イ(1)及び
同号ロ(1)により評価す
る方法又は省令第１０条
第２号イ(1)及び同号ロ
(1)の基準により評価す
る方法をいう。以下この
項、３の項及び６の項に
おいて同じ。）による場
合 

当該部分の床面積の合計が
２００平方メートル未満の
もの 

４０，２０
０円

当該部分の床面積の合計が
２００平方メートル以上の
もの 

４４，９０
０円

イ ア
以外
の建
築物 

(ｱ) 
 
住
宅
部
分 

仕様基準又は誘導仕
様基準による場合 

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル未満の
もの 

３８，７０
０円

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル以上
２，０００平方メートル未
満のもの 

６６，９０
０円

当該部分の床面積の合計が
２，０００平方メートル以
上５，０００平方メートル
未満のもの 

１２０，０
００円

当該部分の床面積の合計が
５，０００平方メートル以
上のもの 

１８３，０
００円

仕様・計算併用法に
よる場合 

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル未満の
もの 

５９，８０
０円

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル以上
２，０００平方メートル未
満のもの 

１００，０
００円

当該部分の床面積の合計が
２，０００平方メートル以
上５，０００平方メートル
未満のもの 

１７５，０
００円

当該部分の床面積の合計が
５，０００平方メートル以
上１０，０００平方メート
ル未満のもの 

２５６，０
００円

当該部分の床面積の合計が
１０，０００平方メートル
以上２５，０００平方メー

３０４，０
００円

20



   

トル未満のもの 

当該部分の床面積の合計が
２５，０００平方メートル
以上のもの 

３５４，０
００円

標準計算法による場
合 

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル未満の
もの 

８１，００
０円

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル以上
２，０００平方メートル未
満のもの 

１３５，０
００円

当該部分の床面積の合計が
２，０００平方メートル以
上５，０００平方メートル
未満のもの 

２２９，０
００円

当該部分の床面積の合計が
５，０００平方メートル以
上１０，０００平方メート
ル未満のもの 

３２９，０
００円

当該部分の床面積の合計が
１０，０００平方メートル
以上２５，０００平方メー
トル未満のもの 

３９０，０
００円

当該部分の床面積の合計が
２５，０００平方メートル
以上のもの 

４４９，０
００円

(ｲ) 非住宅部分の用途
が工場等（工場、危
険物の貯蔵又は処理
に供するもの、水産
物の増殖場又は養殖
場、倉庫、卸売市場
及 び 火 葬 場 、 と 畜
場、汚物処理場、ご
み焼却場その他の処
理施設をいう。以下
同じ。）のみの場合 

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル未満の
もの 

１１，３０
０円

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル以上
１，０００平方メートル未
満のもの 

１９，５０
０円

当該部分の床面積の合計が
１，０００平方メートル以
上２，０００平方メートル
未満のもの 

３１，６０
０円

当該部分の床面積の合計が
２，０００平方メートル以
上５，０００平方メートル
未満のもの 

９４，３０
０円

当該部分の床面積の合計が
５，０００平方メートル以
上１０，０００平方メート
ル未満のもの 

１４９，０
００円

当該部分の床面積の合計が
１０，０００平方メートル
以上２５，０００平方メー
トル未満のもの 

１８８，０
００円

当該部分の床面積の合計が
２５，０００平方メートル
以上のもの 

２３５，０
００円

(ｳ) 
 

(ｲ)
以
外
の
非

モデル建物法（一次
エネルギー消費量の
算出に用いるべき標
準的な建築物を用い
て評価する方法をい
う。３の項及び６の
項において同じ。）

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル未満の
もの 

１０２，０
００円

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル以上
１，０００平方メートル未
満のもの 

１２９，０
００円
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住
宅
部
分
の
場
合 

による場合 当該部分の床面積の合計が
１，０００平方メートル以
上２，０００平方メートル
未満のもの 

１７１，０
００円

当該部分の床面積の合計が
２，０００平方メートル以
上５，０００平方メートル
未満のもの 

２７６，０
００円

当該部分の床面積の合計が
５，０００平方メートル以
上１０，０００平方メート
ル未満のもの 

３６１，０
００円

当該部分の床面積の合計が
１０，０００平方メートル
以上２５，０００平方メー
トル未満のもの 

４３４，０
００円

当該部分の床面積の合計が
２５，０００平方メートル
以上のもの 

５０９，０
００円

標準入力法等（実際
の設計仕様の条件を
基に算定した一次エ
ネルギー消費量を用
いて評価する方法を
いう。３の項及び６
の 項 に お い て 同
じ。）による場合 

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル未満の
もの 

２６６，０
００円

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル以上
１，０００平方メートル未
満のもの 

３３４，０
００円

当該部分の床面積の合計が
１，０００平方メートル以
上２，０００平方メートル
未満のもの 

４３１，０
００円

当該部分の床面積の合計が
２，０００平方メートル以
上５，０００平方メートル
未満のもの 

６１５，０
００円

当該部分の床面積の合計が
５，０００平方メートル以
上１０，０００平方メート
ル未満のもの 

７５８，０
００円

当該部分の床面積の合計が
１０，０００平方メートル
以上２５，０００平方メー
トル未満のもの 

８９６，０
００円

当該部分の床面積の合計が
２５，０００平方メートル
以上のもの 

１，０２
０，０００

円

３ 建築
物のエ
ネルギ
ー消費
性能の
向上等
に関す
る法律
第１１
条第２
項又は
第１２
条第３
項の規

建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合
性判定手数料 
次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額 

変
更
計
画
提
出
又
は 
変
更
計
画
通
知

(1) 変
更計
画提
出又
は変
更計
画通
知に
併せ
て建
築物

ア 一戸建て住宅 ４，１００
円

イ ア
以外
の建
築物 

(ｱ) 住宅部分 当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル未満の
もの 

８，０００
円

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル以上
２，０００平方メートル未
満のもの 

１６，７０
０円

当該部分の床面積の合計が
２，０００平方メートル以

３７，００
０円
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定に基
づく建
築物エ
ネルギ
ー消費
性能確
保計画
の変更
に係る
建築物
エネル
ギー消
費性能
適合性
判定 

のエ
ネル
ギー
消費
性能
の向
上等
に関
する
法律
第１
０条
第１
項に
掲げ
る基
準に
適合
して
いる
こと
を示
す書
類と
して
区長
が定
める
もの
が提
出さ
れた
場合 

上５，０００平方メートル
未満のもの 

の
と
き 当該部分の床面積の合計が

５，０００平方メートル以
上１０，０００平方メート
ル未満のもの 

６６，５０
０円

当該部分の床面積の合計が
１０，０００平方メートル
以上２５，０００平方メー
トル未満のもの 

８３，５０
０円

当該部分の床面積の合計が
２５，０００平方メートル
以上のもの 

１０３，０
００円

(ｲ) 非住宅部分 当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル未満の
もの 

８，０００
円

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル以上
１，０００平方メートル未
満のもの 

１３,８００
円

当該部分の床面積の合計が
１，０００平方メートル以
上２，０００平方メートル
未満のもの 

２２，２０
０円

当該部分の床面積の合計が
２，０００平方メートル以
上５，０００平方メートル
未満のもの 

６６，１０
０円

当該部分の床面積の合計が
５，０００平方メートル以
上１０，０００平方メート
ル未満のもの 

１０４，０
００円

当該部分の床面積の合計が
１０，０００平方メートル
以上２５，０００平方メー
トル未満のもの 

１３２，０
００円

当該部分の床面積の合計が
２５，０００平方メートル
以上のもの 

１６５，０
００円

(2) 
(1)
以外
の場
合 

ア 一
戸建
て住
宅 

 

仕様基準又は誘導仕様基
準による場合 

当該部分の床面積の合計が
２００平方メートル未満の
もの 

１４，３０
０円

当該部分の床面積の合計が
２００平方メートル以上の
もの 

１５，１０
０円

仕様・計算併用法による
場合 

当該部分の床面積の合計が
２００平方メートル未満の
もの 

２１，１０
０円

当該部分の床面積の合計が
２００平方メートル以上の
もの 

２３，３０
０円

標準計算法による場合 当該部分の床面積の合計が
２００平方メートル未満の
もの 

２８，３０
０円

当該部分の床面積の合計が
２００平方メートル以上の
もの 

３１，５０
０円

イ ア
以外

(ｱ) 
 
仕様基準又は誘導仕
様基準による場合 

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル未満の

２６，８０
０円
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の建
築物 

住
宅
部
分 

もの 

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル以上
２，０００平方メートル未
満のもの 

４６，５０
０円

当該部分の床面積の合計が
２，０００平方メートル以
上５，０００平方メートル
未満のもの 

８４，８０
０円

当該部分の床面積の合計が
５，０００平方メートル以
上のもの 

１２７，０
００円

仕様・計算併用法に
よる場合 

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル未満の
もの 

４２，００
０円

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル以上
２，０００平方メートル未
満のもの 

７０，５０
０円

当該部分の床面積の合計が
２，０００平方メートル以
上５，０００平方メートル
未満のもの 

１２２，０
００円

当該部分の床面積の合計が
５，０００平方メートル以
上１０，０００平方メート
ル未満のもの 

１７９，０
００円

当該部分の床面積の合計が
１０，０００平方メートル
以上２５，０００平方メー
トル未満のもの 

２１３，０
００円

当該部分の床面積の合計が
２５，０００平方メートル
以上のもの 

２４８，０
００円

標準計算法による場
合 

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル未満の
もの 

５６，８０
０円

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル以上
２，０００平方メートル未
満のもの 

９４，６０
０円

当該部分の床面積の合計が
２，０００平方メートル以
上５，０００平方メートル
未満のもの 

１６１，０
００円

当該部分の床面積の合計が
５，０００平方メートル以
上１０，０００平方メート
ル未満のもの 

２３１，０
００円

当該部分の床面積の合計が
１０，０００平方メートル
以上２５，０００平方メー
トル未満のもの 

２７３，０
００円

当該部分の床面積の合計が
２５，０００平方メートル
以上のもの 

３１４，０
００円

(ｲ) 非住宅部分の用途
が工場等のみの場合 

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル未満の
もの 

８，０００
円
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当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル以上
１，０００平方メートル未
満のもの 

１３，８０
０円

当該部分の床面積の合計が
１，０００平方メートル以
上２，０００平方メートル
未満のもの 

２２，２０
０円

当該部分の床面積の合計が
２，０００平方メートル以
上５，０００平方メートル
未満のもの 

６６，１０
０円

当該部分の床面積の合計が
５，０００平方メートル以
上１０，０００平方メート
ル未満のもの 

１０４，０
００円

当該部分の床面積の合計が
１０，０００平方メートル
以上２５，０００平方メー
トル未満のもの 

１３２，０
００円

当該部分の床面積の合計が
２５，０００平方メートル
以上のもの 

１６５，０
００円

(ｳ) 
 

(ｲ)
以
外
の
非
住
宅
部
分
の
場
合 

モデル建物法による
場合 

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル未満の
もの 

７１，６０
０円

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル以上
１，０００平方メートル未
満のもの 

９１，１０
０円

当該部分の床面積の合計が
１，０００平方メートル以
上２，０００平方メートル
未満のもの 

１１９，０
００円

当該部分の床面積の合計が
２，０００平方メートル以
上５，０００平方メートル
未満のもの 

１９３，０
００円

当該部分の床面積の合計が
５，０００平方メートル以
上１０，０００平方メート
ル未満のもの 

２５３，０
００円

当該部分の床面積の合計が
１０，０００平方メートル
以上２５，０００平方メー
トル未満のもの 

３０４，０
００円

当該部分の床面積の合計が
２５，０００平方メートル
以上のもの 

３５７，０
００円

標準入力法等による
場合 

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル未満の
もの 

１８６，０
００円

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル以上
１，０００平方メートル未
満のもの 

２３４，０
００円

当該部分の床面積の合計が
１，０００平方メートル以
上２，０００平方メートル

３０１，０
００円
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未満のもの 

当該部分の床面積の合計が
２，０００平方メートル以
上５，０００平方メートル
未満のもの 

４３０，０
００円

当該部分の床面積の合計が
５，０００平方メートル以
上１０，０００平方メート
ル未満のもの 

５３１，０
００円

当該部分の床面積の合計が
１０，０００平方メートル
以上２５，０００平方メー
トル未満のもの 

６２７，０
００円

当該部分の床面積の合計が
２５，０００平方メートル
以上のもの 

７１５，０
００円

４ 建築
物のエ
ネルギ
ー消費
性能の
向上等
に関す
る法律
第３０
条第１
項の規
定に基
づく建
築物エ
ネルギ
ー消費
性能向
上計画
の認定
の申請
に対す
る審査 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 
次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額（申請に併せて建築物のエ
ネルギー消費性能の向上等に関する法律第３０条第２項の規定に基づく申出があ
った場合においては、一の建築物について別表第６の１４の項に掲げる額（建築
基準法第８７条の４に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当
該昇降機１基について同表の１５の項又は１６の項に掲げる額の手数料を加えた
額）に相当する額を加えた額） 

認
定
申
請
の
と
き 

(1) 申
請に
併せ
て建
築物
のエ
ネル
ギー
消費
性能
の向
上等
に関
する
法律
第３
０条
第１
項各
号に
掲げ
る基
準に
適合
して
いる
こと
を示
す書
類と
して
区長
が定
める
もの
が提

ア 一戸建て住宅 ５，８００
円

イ ア
以外
の建
築物 

(ｱ) 住宅部分 当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル未満の
もの 

１１，３０
０円

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル以上
２，０００平方メートル未
満のもの 

２３，８０
０円

当該部分の床面積の合計が
２，０００平方メートル以
上５，０００平方メートル
未満のもの 

５２，８０
０円

当該部分の床面積の合計が
５，０００平方メートル以
上１０，０００平方メート
ル未満のもの 

９４，７０
０円

当該部分の床面積の合計が
１０，０００平方メートル
以上２５，０００平方メー
トル未満のもの 

１１９，０
００円

当該部分の床面積の合計が
２５，０００平方メートル
以上のもの 

１４８，０
００円

(ｲ) 非住宅部分 当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル未満の
もの 

１１，３０
０円

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル以上
１，０００平方メートル未
満のもの 

１９，５０
０円

当該部分の床面積の合計が
１，０００平方メートル以
上２，０００平方メートル
未満のもの 

３１，６０
０円

当該部分の床面積の合計が ９４，３０
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出さ
れた
場合 

２，０００平方メートル以
上５，０００平方メートル
未満のもの 

０円

当該部分の床面積の合計が
５，０００平方メートル以
上１０，０００平方メート
ル未満のもの 

１４９，０
００円

当該部分の床面積の合計が
１０，０００平方メートル
以上２５，０００平方メー
トル未満のもの 

１８８，０
００円

当該部分の床面積の合計が
２５，０００平方メートル
以上のもの 

２３５，０
００円

(2) 
(1)
以外
の場
合 

ア 一
戸建
て住
宅 

誘導仕様基準による場合 当該住宅の床面積の合計が
２００平方メートル未満の
もの 

２０，７０
０円

当該住宅の床面積の合計が
２００平方メートル以上の
もの 

２２，２０
０円

仕様・計算併用法による
場合 

当該部分の床面積の合計が
２００平方メートル未満の
もの 

３０，１０
０円

当該部分の床面積の合計が
２００平方メートル以上の
もの 

３３，２０
０円

標準計算法による場合 当該住宅の床面積の合計が
２００平方メートル未満の
もの 

４０，２０
０円

当該住宅の床面積の合計が
２００平方メートル以上の
もの 

４４，９０
０円

イ ア
以外
の建
築物 

(ｱ) 
 
住
宅
部
分 

誘導仕様基準による
場合 

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル未満の
もの 

３８，７０
０円

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル以上
２，０００平方メートル未
満のもの 

６６，９０
０円

当該部分の床面積の合計が
２，０００平方メートル以
上５，０００平方メートル
未満のもの 

１２０，０
０円

当該部分の床面積の合計が
５，０００平方メートル以
上のもの 

１８３，０
００円

仕様・計算併用法に
よる場合 

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル未満の
もの 

５９，８０
０円

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル以上
２，０００平方メートル未
満のもの 

１００，０
００円

当該部分の床面積の合計が
２，０００平方メートル以
上５，０００平方メートル
未満のもの 

１７５，０
００円

当該部分の床面積の合計が
５，０００平方メートル以

２５６，０
００円
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上１０，０００平方メート
ル未満のもの 

当該部分の床面積の合計が
１０，０００平方メートル
以上２５，０００平方メー
トル未満のもの 

３０４，０
００円

当該部分の床面積の合計が
２５，０００平方メートル
以上のもの 

３５４，０
００円

標準計算法による場
合 

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル未満の
もの 

８１，００
０円

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル以上
２，０００平方メートル未
満のもの 

１３５，０
００円

当該部分の床面積の合計が
２，０００平方メートル以
上５，０００平方メートル
未満のもの 

２２９，０
００円

当該部分の床面積の合計が
５，０００平方メートル以
上１０，０００平方メート
ル未満のもの 

３２９，０
００円

当該部分の床面積の合計が
１０，０００平方メートル
以上２５，０００平方メー
トル未満のもの 

３９０，０
００円

当該部分の床面積の合計が
２５，０００平方メートル
以上のもの 

４４９，０
００円

(ｲ) 
 
非
住
宅
部
分 

モデル建物法による
場合 

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル未満の
もの 

１０２，０
００円

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル以上
１，０００平方メートル未
満のもの 

１２９，０
００円

当該部分の床面積の合計が
１，０００平方メートル以
上２，０００平方メートル
未満のもの 

１７１，０
００円

当該部分の床面積の合計が
２，０００平方メートル以
上５，０００平方メートル
未満のもの 

２７６，０
００円

当該部分の床面積の合計が
５，０００平方メートル以
上１０，０００平方メート
ル未満のもの 

３６１，０
００円

当該部分の床面積の合計が
１０，０００平方メートル
以上２５，０００平方メー
トル未満のもの 

４３４，０
００円

当該部分の床面積の合計が
２５，０００平方メートル
以上のもの 

５０９，０
００円

標準入力法等による
場合 

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル未満の

２６６，０
００円
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もの 

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル以上
１，０００平方メートル未
満のもの 

３３４，０
００円

当該部分の床面積の合計が
１，０００平方メートル以
上２，０００平方メートル
未満のもの 

４３１，０
００円

当該部分の床面積の合計が
２，０００平方メートル以
上５，０００平方メートル
未満のもの 

６１５，０
００円

当該部分の床面積の合計が
５，０００平方メートル以
上１０，０００平方メート
ル未満のもの 

７５８，０
００円

当該部分の床面積の合計が
１０，０００平方メートル
以上２５，０００平方メー
トル未満のもの 

８９６，０
００円

当該部分の床面積の合計が
２５，０００平方メートル
以上のもの 

１，０２
０，０００

円

５ 建築
物のエ
ネルギ
ー消費
性能の
向上等
に関す
る法律
第３１
条第１
項の規
定に基
づく建
築物エ
ネルギ
ー消費
性能向
上計画
の変更
の認定
の申請
に対す
る審査 

建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 
次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額（申請に併せて建築物のエ
ネルギー消費性能の向上等に関する法律第３１条第２項において準用する同法第
３０条第２項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物について
別表第６の１４の項に掲げる額（建築基準法第８７条の４に規定する昇降機に係
る部分が含まれる場合においては、当該昇降機１基について同表の１５の項又は
１６の項に掲げる額の手数料を加えた額）に相当する額を加えた額） 

変
更
認
定
申
請
の
と
き 

(1) 申
請に
併せ
て建
築物
のエ
ネル
ギー
消費
性能
の向
上等
に関
する
法律
第３
０条
第１
項各
号に
掲げ
る基
準に
適合
して
いる
こと
を示

ア 一戸建て住宅 ４，１００
円

イ ア
以外
の建
築物 

(ｱ) 住宅部分 当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル未満の
もの 

８，０００
円

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル以上
２，０００平方メートル未
満のもの 

１６，７０
０円

当該部分の床面積の合計が
２，０００平方メートル以
上５，０００平方メートル
未満のもの 

３７，００
０円

当該部分の床面積の合計が
５，０００平方メートル以
上１０，０００平方メート
ル未満のもの 

６６，５０
０円

当該部分の床面積の合計が
１０，０００平方メートル
以上２５，０００平方メー
トル未満のもの 

８３，５０
０円

当該部分の床面積の合計が
２５，０００平方メートル
以上のもの 

１０３，０
００円

(ｲ) 非住宅部分 当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル未満の
もの 

８，０００
円

当該部分の床面積の合計が １３，８０
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す書
類と
して
区長
が定
める
もの
が提
出さ
れた
場合 

３００平方メートル以上
１，０００平方メートル未
満のもの 

０円

当該部分の床面積の合計が
１，０００平方メートル以
上２，０００平方メートル
未満のもの 

２２，２０
０円

当該部分の床面積の合計が
２，０００平方メートル以
上５，０００平方メートル
未満のもの 

６６，１０
０円

当該部分の床面積の合計が
５，０００平方メートル以
上１０，０００平方メート
ル未満のもの 

１０４，０
００円

当該部分の床面積の合計が
１０，０００平方メートル
以上２５，０００平方メー
トル未満のもの 

１３２，０
００円

当該部分の床面積の合計が
２５，０００平方メートル
以上のもの 

１６５，０
００円

(2) 
(1)
以外
の場
合 

ア 一
戸建
て住
宅 

誘導仕様基準による場合 当該住宅の床面積の合計が
２００平方メートル未満の
もの 

１４，３０
０円

当該住宅の床面積の合計が
２００平方メートル以上の
もの 

１５，１０
０円

仕様・計算併用法による
場合 

当該住宅の床面積の合計が
２００平方メートル未満の
もの 

２１，１０
０円

当該住宅の床面積の合計が
２００平方メートル以上の
もの 

２３，３０
０円

標準計算法による場合 当該住宅の床面積の合計が
２００平方メートル未満の
もの 

２８，３０
０円

当該住宅の床面積の合計が
２００平方メートル以上の
もの 

３１，５０
０円

イ ア
以外
の建
築物 

(ｱ) 
 
住
宅
部
分 

誘導仕様基準による
場合 

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル未満の
もの 

２６，８０
０円

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル以上
２，０００平方メートル未
満のもの 

４６，５０
０円

当該部分の床面積の合計が
２，０００平方メートル以
上５，０００平方メートル
未満のもの 

８４，８０
０円

当該部分の床面積の合計が
５，０００平方メートル以
上のもの 

１２７，０
００円

仕様・計算併用法に
よる場合 

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル未満の
もの 

４２，００
０円

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル以上

７０，５０
０円
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２，０００平方メートル未
満のもの 

当該部分の床面積の合計が
２，０００平方メートル以
上５，０００平方メートル
未満のもの 

１２２，０
００円

当該部分の床面積の合計が
５，０００平方メートル以
上１０，０００平方メート
ル未満のもの 

１７９，０
００円

当該部分の床面積の合計が
１０，０００平方メートル
以上２５，０００平方メー
トル未満のもの 

２１３，０
００円

当該部分の床面積の合計が
２５，０００平方メートル
以上のもの 

２４８，０
００円

標準計算法による場
合 

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル未満の
もの 

５６，８０
０円

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル以上
２，０００平方メートル未
満のもの 

９４，６０
０円

当該部分の床面積の合計が
２，０００平方メートル以
上５，０００平方メートル
未満のもの 

１６１，０
００円

当該部分の床面積の合計が
５，０００平方メートル以
上１０，０００平方メート
ル未満のもの 

２３１，０
００円

当該部分の床面積の合計が
１０，０００平方メートル
以上２５，０００平方メー
トル未満のもの 

２７３，０
００円

当該部分の床面積の合計が
２５，０００平方メートル
以上のもの 

３１４，０
００円

(ｲ) 
 
非
住
宅
部
分 

モデル建物法による
場合 

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル未満の
もの 

７１，６０
０円

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル以上
１，０００平方メートル未
満のもの 

９１，１０
０円

当該部分の床面積の合計が
１，０００平方メートル以
上２，０００平方メートル
未満のもの 

１１９，０
００円

当該部分の床面積の合計が
２，０００平方メートル以
上５，０００平方メートル
未満のもの 

１９３，０
００円

当該部分の床面積の合計が
５，０００平方メートル以
上１０，０００平方メート
ル未満のもの 

２５３，０
００円

当該部分の床面積の合計が ３０４，０
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１０，０００平方メートル
以上２５，０００平方メー
トル未満のもの 

００円

当該部分の床面積の合計が
２５，０００平方メートル
以上のもの 

３５７，０
００円

標準入力法等による
場合 

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル未満の
もの 

１８６，０
００円

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル以上
１，０００平方メートル未
満のもの 

２３４，０
００円

当該部分の床面積の合計が
１，０００平方メートル以
上２，０００平方メートル
未満のもの 

３０１，０
００円

当該部分の床面積の合計が
２，０００平方メートル以
上５，０００平方メートル
未満のもの 

４３０，０
００円

当該部分の床面積の合計が
５，０００平方メートル以
上１０，０００平方メート
ル未満のもの 

５３１，０
００円

当該部分の床面積の合計が
１０，０００平方メートル
以上２５，０００平方メー
トル未満のもの 

６２７，０
００円

当該部分の床面積の合計が
２５，０００平方メートル
以上のもの 

７１５，０
００円

６ 建築
物のエ
ネルギ
ー消費
性能の
向上等
に関す
る法律
施行規
則第１
３条の
規定に
基づく
建築物
エネル
ギー消
費性能
確保計
画の変
更が軽
微な変
更に該
当して
いるこ
との証
明 

 

建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証
明手数料 
次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額 

交
付
申
請
の
と
き 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 申
請に
併せ
て建
築物
のエ
ネル
ギー
消費
性能
の向
上等
に関
する
法律
施行
規則
第５
条に
掲げ
る軽
微な
変更
に該

ア 一戸建て住宅 ４，１００
円

イ ア
以外
の建
築物 

(ｱ) 住宅部分 当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル未満の
もの 

８，０００
円

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル以上
２，０００平方メートル未
満のもの 

１６，７０
０円

当該部分の床面積の合計が
２，０００平方メートル以
上５，０００平方メートル
未満のもの 

３７，００
０円

当該部分の床面積の合計が
５，０００平方メートル以
上１０，０００平方メート
ル未満のもの 

６６，５０
０円 

当該部分の床面積の合計が
１０，０００平方メートル
以上２５，０００平方メー
トル未満のもの 

８３，５０
０円

当該部分の床面積の合計が
２５，０００平方メートル
以上のもの 

１０３，０
００円
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当し
てい
るこ
とを
示す
書類
とし
て区
長が
定め
るも
のが
提出
され
た場
合 

(ｲ) 非住宅部分 当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル未満の
もの 

８，０００
円

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル以上
１，０００平方メートル未
満のもの 

１３，８０
０円

当該部分の床面積の合計が
１，０００平方メートル以
上２，０００平方メートル
未満のもの 

２２，２０
０円

当該部分の床面積の合計が
２，０００平方メートル以
上５，０００平方メートル
未満のもの 

６６，１０
０円

当該部分の床面積の合計が
５，０００平方メートル以
上１０，０００平方メート
ル未満のもの 

１０４，０
００円

当該部分の床面積の合計が
１０，０００平方メートル
以上２５，０００平方メー
トル未満のもの 

１３２，０
００円

当該部分の床面積の合計が
２５，０００平方メートル
以上のもの 

１６５，０
００円

(2) 
(1)
以外
の場
合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア 一
戸建
て住
宅 

 

仕様基準又は誘導仕様基
準による場合 

当該部分の床面積の合計が
２００平方メートル未満の
もの 

１４，３０
０円

当該部分の床面積の合計が
２００平方メートル以上の
もの 

１５，１０
０円

仕様・計算併用法による
場合 

当該部分の床面積の合計が
２００平方メートル未満の
もの 

２１，１０
０円

当該部分の床面積の合計が
２００平方メートル以上の
もの 

２３，３０
０円

標準計算法による場合 当該部分の床面積の合計が
２００平方メートル未満の
もの 

２８，３０
０円

当該部分の床面積の合計が
２００平方メートル以上の
もの 

３１，５０
０円

イ ア
以外
の建
築物 

(ｱ) 
 
住
宅
部
分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

仕様基準又は誘導仕
様基準による場合 

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル未満の
もの 

２６，８０
０円

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル以上
２，０００平方メートル未
満のもの 

４６，５０
０円

当該部分の床面積の合計が
２，０００平方メートル以
上５，０００平方メートル
未満のもの 

８４，８０
０円

当該部分の床面積の合計が
５，０００平方メートル以
上のもの 

１２７，０
００円

仕様・計算併用法に当該部分の床面積の合計が ４２，００
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よる場合 ３００平方メートル未満の
もの 

０円  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル以上
２，０００平方メートル未
満のもの 

７０，５０
０円

当該部分の床面積の合計が
２，０００平方メートル以
上５，０００平方メートル
未満のもの 

１２２，０
００円

当該部分の床面積の合計が
５，０００平方メートル以
上１０，０００平方メート
ル未満のもの 

１７９，０
００円

当該部分の床面積の合計が
１０，０００平方メートル
以上２５，０００平方メー
トル未満のもの 

２１３，０
００円

当該部分の床面積の合計が
２５，０００平方メートル
以上のもの 

２４８，０
００円

標準計算法による場
合 

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル未満の
もの 

５６，８０
０円

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル以上
２，０００平方メートル未
満のもの 

９４，６０
０円

当該部分の床面積の合計が
２，０００平方メートル以
上５，０００平方メートル
未満のもの 

１６１，０
００円

当該部分の床面積の合計が
５，０００平方メートル以
上１０，０００平方メート
ル未満のもの 

２３１，０
００円

当該部分の床面積の合計が
１０，０００平方メートル
以上２５，０００平方メー
トル未満のもの 

２７３，０
００円

当該部分の床面積の合計が
２５，０００平方メートル
以上のもの 

３１４，０
００円

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ｲ) 非住宅部分の用途
が工場等のみの場合 

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル未満の
もの 

８，０００
円

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル以上
１，０００平方メートル未
満のもの 

１３，８０
０円

当該部分の床面積の合計が
１，０００平方メートル以
上２，０００平方メートル
未満のもの 

２２，２０
０円

当該部分の床面積の合計が
２，０００平方メートル以
上５，０００平方メートル
未満のもの 

６６，１０
０円

当該部分の床面積の合計が １０４，０
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５，０００平方メートル以
上１０，０００平方メート
ル未満のもの 

００円
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

当該部分の床面積の合計が
１０，０００平方メートル
以上２５，０００平方メー
トル未満のもの 

１３２，０
００円

当該部分の床面積の合計が
２５，０００平方メートル
以上のもの 

１６５，０
００円

(ｳ) 
 

(ｲ)
以
外
の
非
住
宅
部
分
の
場
合 

モデル建物法による
場合 

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル未満の
もの 

７１，６０
０円

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル以上
１，０００平方メートル未
満のもの 

９１，１０
０円

当該部分の床面積の合計が
１，０００平方メートル以
上２，０００平方メートル
未満のもの 

１１９，０
００円

当該部分の床面積の合計が
２，０００平方メートル以
上５，０００平方メートル
未満のもの 

１９３，０
００円

当該部分の床面積の合計が
５，０００平方メートル以
上１０，０００平方メート
ル未満のもの 

２５３，０
００円

当該部分の床面積の合計が
１０，０００平方メートル
以上２５，０００平方メー
トル未満のもの 

３０４，０
００円

当該部分の床面積の合計が
２５，０００平方メートル
以上のもの 

３５７，０
００円

標準入力法等による
場合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル未満の
もの 

１８６，０
００円

当該部分の床面積の合計が
３００平方メートル以上
１，０００平方メートル未
満のもの 

２３４，０
００円

当該部分の床面積の合計が
１，０００平方メートル以
上２，０００平方メートル
未満のもの 

３０１，０
００円

当該部分の床面積の合計が
２，０００平方メートル以
上５，０００平方メートル
未満のもの 

４３０，０
００円

当該部分の床面積の合計が
５，０００平方メートル以
上１０，０００平方メート
ル未満のもの 

５３１，０
００円

当該部分の床面積の合計が
１０，０００平方メートル
以上２５，０００平方メー
トル未満のもの 

６２７，０
００円
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当該部分の床面積の合計が
２５，０００平方メートル
以上のもの 

７１５，０
００円

 
 

 

備考 
１ 省令第１条第１項第１号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適

切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能
を有することが確かめられた場合における建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料、
建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定
手数料又は建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していること
の証明手数料の額は、それぞれこの表の２の部(2)の款イの項(ｳ)、３の部(2)の款イの
項(ｳ)又は６の部(2)の款イの項(ｳ)に掲げる標準入力法等による場合とみなして算出し
た額とする。 

２ 省令第１条第１項第１号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適
切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能
を有することが確かめられ、かつ、省令第１０条第１号ただし書に規定する国土交通大
臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が建
築物のエネルギー消費性能の一層の向上の促進のために誘導すべきエネルギー消費性能
を有することが確かめられた場合における建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請
手数料又は建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料（以下この表におい
て「向上計画認定申請手数料等」という。）の額は、それぞれこの表の４の部(2)の款
イの項(ｲ)又は５の部(2)の款イの項(ｲ)に掲げる標準入力法等による場合とみなして算
出した額とする。 

３ 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する
法律第２９条第３項各号に掲げる事項が記載されている場合の他の建築物（同項に規定
する他の建築物をいう。以下この表において同じ。）における建築物エネルギー消費性
能適合性判定手数料について、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び当該
他の建築物における建築物エネルギー消費性能適合性判定を同様の評価の方法により行
う場合の手数料の額は、この表の２の部(1)の項の規定により算出した額とする。 

４ 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する
法律第２９条第３項各号に掲げる事項が記載されている場合の当該建築物エネルギー消
費性能向上計画の変更に係る他の建築物における建築物エネルギー消費性能確保計画の
変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料について、当該建築物エネルギ
ー消費性能向上計画の認定及び当該他の建築物における建築物エネルギー消費性能適合
性判定を同様の評価の方法により行った場合の手数料の額は、この表の３の部(1)の項
の規定により算出した額とする。 

５ 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料、建築物エネルギー消費性能確保計画の
変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料又は建築物エネルギー消費性能
確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明手数料（以下この表において
「適合性判定手数料等」という。）の算出において、複合建築物の共用部分は、居住者
以外の者のみが利用する部分の床面積の合計が居住者のみが利用する部分の床面積の合
計より大きくなる場合には、非住宅部分として取り扱う。 

６ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令（平成２８年政令第８号）
第３条に規定する内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面
積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が２０分の１以上であるも
のに該当する部分を有する建築物の適合性判定手数料等の額は、当該部分を含む建築物
の部分の床面積の合計により算出した額とする。 

７ 非住宅部分の一部に工場等の用途を含む一の建築物の適合性判定手数料等の額は、非
住宅部分の用途が工場等のみの場合以外の非住宅部分の場合により算出した額とする。 

８ 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する
法律第２９条第３項各号に掲げる事項が記載されている場合の建築物エネルギー消費性
能向上計画認定申請手数料の額は、申請建築物（同項に規定する申請建築物をいう。）
の部分に係る額及び他の建築物の部分に係る額を合算した額とする。 

９ 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する
法律第２９条第３項各号に掲げる事項が記載されている場合の建築物エネルギー消費性
能向上計画変更認定申請手数料の額は、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の変更
を行う建築物の部分に係る額を合算した額とする。ただし、当該変更において、他の建
築物として同項各号に掲げる事項を新たに記載する場合の当該他の建築物の部分に係る
額は、この表の４の項の規定により算出した額とする。 

１０ 適合性判定手数料等（仕様基準又は誘導仕様基準以外による場合に限る。）又は向
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上計画認定申請手数料等（誘導仕様基準以外による場合に限る。）について、一戸建て
住宅以外の住宅の申請の場合の手数料の額は、住戸部分と共用部分の床面積の合計によ
り算出した額とする。ただし、共用部分が存在しない場合又は共用部分を除く場合は、
当該共用部分の床面積は加算しない。 

１１ 適合性判定手数料等（仕様基準又は誘導仕様基準による場合に限る。）又は向上計
画認定申請手数料等（誘導仕様基準による場合に限る。）について、一戸建て住宅以外
の住宅の申請の場合の手数料の額は、共用部分の床面積を除いた床面積の合計により算
出した額とする。 

１２ 適合性判定手数料等又は向上計画認定申請手数料等について、住戸の数が一である
複合建築物の住宅部分の手数料の額は、この表の２の部(1)の款アの項若しくは(2)の款
アの項、３の部(1)の款アの項若しくは(2)の款アの項、４の部(1)の款アの項若しくは
(2)の款アの項、５の部(1)の款アの項若しくは(2)の款アの項又は６の部(1)の款アの項
若しくは(2)の款アの項に掲げる額とする。 

１３ 複合建築物の非住宅部分の用途が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法
律施行令第４条に規定する用途である場合における当該非住宅部分の適合性判定手数料、
建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定
手数料又は建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していること
の証明手数料の額は、この表の２の部(2)の款イの項(ｲ)、３の部(2)の款イの項(ｲ)又は
６の部(2)の款イの項(ｲ)に掲げる工場等のみの場合とみなして算出した額とする。 
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